
ぷ
革
一
県
士
山
』

と
杜
甫
墓

は
じ
め
に

社
甫
が
ど
こ
で
没
し
、

て、

そ

こ
に
あ
る
か
に
つ
い

な
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
定

い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
晩
庸
期
の
詩
人
た
ち
、
例
え

ば
、
縦
隠
(
八
三
一
一
…
1
九

O
九
)
、
鄭
谷
(
八
四
八
?
1
九

O
九一?)、

杜
務
鶴
(
八
四
六
1
九

om)
な
ど
は
来
陽
(
湖
南
省
来
陽
市
)
の

杖
荷
墓
を
詠
じ
て
お
り
、
社
溝
、
が
来
織
で
没
し
て
、
そ
の
撃
も
来
陽

に
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。

さ
て
、
来
間
間
以
外
の
地
に
あ
る
杜
甫
慈
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
さ

ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
博
光
明
杖
構
研
究
卒
葬
巻
b

(

隙

間
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
。
以
下
、
司
卒
葬
巻
』
と
略
称
す
る
)

に

よ

る

と

、

・

風

評

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

と

を

関

わ

ず

、

さ

れ

て

い

来

隊

、

、
臨

で
あ

11裏
13m 

後

2恭

正

秋

、
経
州
(
州
問
問
省
華
県
)
、
成
都
(
関
川
省
成
都

省
襲
勢
市
)
、
平
一
札
(
湖
南
省
平
江
東
安
定
鎮
)
、

市
中
康
民
鍛
)
の
、
九
儲
所
に
及
ぶ
町

「
勝
検
校
工
部
員
外
郎
社
君
墓
係
銘
」
(
『
元
氏
長

に
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

維
比
和
之
発
己
、
嵐
吋
莱
月
茶
臼
之
佳
一
民
、
合
窪
我
枝
子
奨
炉
、
首

問
山
之
前
山
。

維
れ
一
花
和
の
発
巴
(
八
二
一
一
)
、
轄
に
某
月
某
自
の
佳
底
、
我

が
杜
子
美
を
首
陽
山
の
前
山
に
合
愛
す
。

社
南
が
孫
の
杜
縞
業
の
手
に
よ
っ
て
帰
葬
さ
れ
、
首
問
問
山
の
前
山

に
あ
る
墓
に
合
葬
さ
れ
た
と
記
述
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
が
、
杜
氏
代
々

の
一
慕
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
杜
帯
、
が
天
宝
三
載
(
七
四
四
)
に
、

植
父
・
社
審
一
一
一
一
口
の
継
室
・
慮
氏
の
た
め
に
奮
い
た
「
癌
故
諮
問
問
太
君

慮
氏
墓
誌
」
(
司
社
詩
詳
控
』
巻
に
は
、
彼
女
を
健
部
県
の
「
苗

陽
の
東
原
」
に
あ
る
杜
審
一
一
一
一
日
の
の
近
く
に
葬
っ
た
こ
と
が

(53) 



記
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
こ
こ
に
理
葬
さ
れ
た
か
ど
う

か
は
加
と
し
て
、
社
南
は
こ
の
首
陽
山
麓
の
墓
地
に
帰
葬
さ
れ
よ
う

と
し
た
こ
と
は
曜
か
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
、
健
闘
に
も
杖
甫
墓
が

(3d 

仔
在
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
最
終
的
に
は
娘
師
に
理
葬
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
杜

甫
の
纂
が
繋
県
に
も
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
側
倒
し
て
、
宗
主
拝
巻
』
は
、
霊
泉
に
纂
が
あ
る
根
拠
が
、

宋
・
宋
敏
求
『
春
明
退
朝
銀
h

巻
上
と
、
こ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
川
引

用
し
た
宋
・
司
馬
光
『
温
公
続
詩
話
h

の
誤
解
に
基
づ
く
こ
と
を
指

摘
し
、
ま
た
、
盤
県
に
住
ん
だ
杜
帯
の
後
簡
が
祭
掃
の
便
宜
を
考
え

て
彼
の
慕
を
移
し
た
と
す
る
説
も
「
仰
開
設
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、

(4} 

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

被
拠
我
例
的
理
解
、
設
県
纂
最
悶
十
山
山
於
対
司
篤
光
《
混
公
続
詩

話
》
誤
伝
的
拠
倍
、
博
会
得
来
。
由
健
闘
選
葬
輩
県
投
有
必
要
約

恕
曲
、
也
没
有
明
確
的
資
料
的
載
述
、
祇
是
後
世
的
論
者
娘
拠
己

有
的
議
葬
作
出
的
推
街
、
間
此
彼
難
令
人
種
倍
。
歪
於
説
社
南
約

「
後
筒
」
「
為
了
使
於
祭
掃
」
両
選
動
総
墳
、
我
例
以
為
、
道
是
恨

い
¥
司
…
ー
守
口
弐
バ
又
。

サノロ
η
，U
H門
れ
甘
さ
阿

つ
ま
り
、
殺
県
社
前
一
幕
が
設
け
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
と
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
叩

は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
が
存
在
し
、

つ
ま
り
、

そ
の
制
作
は
い
つ
ご

ろ
ま
で
遡
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

『
輩
県
志
』
と
社
甫
墓

の
社
南
裏
一
に
一
言
及
し
た
詩
文
に
検
討
を
加
え
る
に
際
し
て
、
王

た
る
史
料
と
し
て
患
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
輩
県
志
編
纂
委
員
会
の

章
一
印
に
な
る
、
次
に
掲
げ
る
四
一
慢
の
『
輩
県
志
γ

で
あ
る
(
以
下
、

該
警
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
は

l
i
w
の
番
号
を
用
い
る
)
。

ー

明

-

照

相

校

、

藤

紹

第

築

八

巻

、

一

十

四

年

(
一
五
五
五
)

H
清
・
郎
軒
昂
纂
修
、

年
(
一
七
四
五
)

国
構
・

(54.) 

瞭
之
煩
纂
輯

『
翠
県
志
』

」
ヲ
r
J
匂
品
紅
白
一

中
段
叩
十
依
山
い

J
l
'

四
巻
、

と

明
翠
県
志
』
二
十
一
巻
首
一
巻
、
乾
隆

(
一
七
八
九
)

W
民
関
・
劉
鎮
翠
壊
定
、
劉
蓮
育
、
張
仲
友
纂
輯

Z
阜
県
志
』

二
十
六
替
、
民
間
二
十
六
年
(
一
九
一
一
一
七
)

ま
ず
こ
れ
ら
の
杜
甫
率
一
に
関
す
る
記
載
を
順
次
確
認
し
て
お
こ
う
。

ー
は
、
巻
四
の
陵
墓
の
項
に
、
「
杜
工
部
幕
。
在
県
西
南
孝
義
保
。
」

日
は
、
撮
れ
}
一
一
の
陵
義
忠
の
項
に
、
「
崇
配
郷
際
関
γ
ム
部
社
南

」
と
記
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

市
葬
郎
在
府
間
部
首
畑
閉
山
之
前
。



開

此

以

為

男

在

偲

。

《

蝿

公

詩

話

排

》

蔚

配

…

十
九
年
、
阿
南
駅
監
兼
分
守
関
帰
河
南
道
参
政
杜
繍
例
措
懐
沼
市
心
一
五
、

先
生
帰
葬
、
嘗
問
中
ゴ
陽
段
幕
側
、
復
移
葬
於
鐙
駕
、
関
為
記
其
幕
。

当
勝
候
、
公
遠
視
也
。
公
始
務
儒
、
同
後
一
選
葬
襲
。
輩
之
康
家
賠

有
一
一
一
家
。
…
公
募
、
二
一
小
文
襲
、
一
宗
武
装
。
郡
守
張
太
史
親
詣

其
処
礼
祭
之
。
亦
据
《
慌
公
詩
話
》
作
柄
公
故
車
、
為
文
以
記
日
、

公
生
於
輩
、
葬
於
設
。
(
見
《
府
志
》
)
。

一
兆
微
之
一
五
う
、
公
家
を
設
に
遷
す
、
市
る
に
葬
ら
る
る
は
則

ち
娘
一
帥
首
陽
山
の
前
に
紅
り
と
。
前
志
は
此
れ
に
掠
り
て
以
て
当

に
憾
に
謀
る
べ
し
と
為
す
。
今
按
ず
る
に
《
温
公
詩
話
抑
》
は
当

に
翠
に
在
る
べ
し
と
謂
う
。
康
照
十
九
年
(
一
六
八

O
)
、
河
商

駅
監
兼
分
守
防
帰
阿
南
道
参
政
社
機
憾
の
悶
志
に
掛
り
て
云
う
、

先
生
帰
葬
せ
ら
れ
て
、
嘗
て
当
賜
侯
の
墓
側
に
柑
し
、
復
た
移

し
て
撃
に
葬
ら
る
、
間
り
て
為
に
其
の
纂
に
記
す
と
。
均
一
陽
侯
は
、

公
の
遺
恨
な
り
。
公
始
め
舘
に
葬
ら
れ
、
高
る
後
遷
し
て
設

に
葬
ら
る
。
震
の
康
家
践
に
一
一
一
家
有
り
。
一
は
公
の
墓
、
一
は
宗

み

ず

か

け

た

文
の
募
、
一
は
京
武
の
墓
。
郡
守
張
太
史
親
ら
其
の
処
に
詣
り

て
礼
も
て
之
を
祭
る
。
亦
《
温
公
詩
話
》
に
掘
り
て
一
例
を
公
の
故

盟
に
作
り
、
文
を
為
り
て
以
て
記
し
て
日
く
、
公
は
撃
に
生
ま
れ
、

設
に
葬
ら
る
と
っ
(
《
府
志
》
に
克
ゆ
)
。

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
の
社
南
墓
が
で
き
た
の
は
、
少
な
く

で

以

前

の

こ

と

に

な

る

が

、

最

岡

県

社
南
撃
を
詠
ず
る
詩
の
制
作
は
、
さ
ら
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

間
は
、
巻
十
六
、
十
け
逃
志
下
、
陵
墓
の
填
に
、
そ
の
位
置
は
ポ
さ

な
い
も
の
の
、
「
蔚
社
南
幕
一
」
と
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

《
溢
公
詩
話
》
、
社
南
終
於
来
陽
、
…
厚
葬
之
。
一
生
一
冗
相
、
其
孫
始

改
葬
於
輩
。
《
施
ぃ
肘
志
》
、
同
地
師
措
一
花
微
之
撰
墓
銘
、
以
工
部
慕
為

在
首
問
問
山
前
、
当
問
侠
之
墓
次
。
部
設
県
康
家
活
部
山
上
有
工
部

墓
。
志
以
為
始
葬
懐
部
復
選
輩
、
今
考
微
之
作
纂
志
時
、
乃
途
次

部
楚
。
指
諮
謡
、
当
葬
当
問
問
侯
墓
次
、
並
ハ
実
帰
葬
子
輩
、
不
葬
於

健
也
。《

温
公
詩
話
》
に
、
社
南
は
来
陽
に
終
わ
り
、
一
厚
く
之
を
葬
る
。

元
将
に
至
っ
て
、
其
の
孫
始
め
て
撃
に
改
葬
す
と
a

《
施
府

(6} 
宮
山
》
に
、
憶
部
は
元
微
之
撰
の
墓
銘
に
掘
り
て
、
工
部
の
墓
を
以

て
首
陽
の
山
前
、
山
諸
問
問
伎
の
纂
次
に
在
り
と
為
す
。
市
る
に
輩
県
・

藤
家
践
の
部
出
の
上
に
工
部
の
裏
一
有
り
と
。
志
以
て
始
め
曜
に

葬
り
一
出
し
て
復
た
翠
に
遷
す
と
為
す
と
、
今
考
う
る
に
微
之
慕

お
も

志
を
作
り
し
時
、
乃
ち
途
荊
楚
に
次
す
と
。
説
明
に
据
り
て
謂
う

次
に
葬
る
べ
き
に
、
其
の
実
は
輩
に
帰
葬

る
な
り
。

い
っ
た
ん
鰹
師
に
帰
葬
さ
れ
た
が
、
後

と
し
て

つ
ま
り
、

立
は
、

(55) 



に

翠

療

に

改

葬

さ

れ

た

と

み

な

し

、

既

に

畑

一

葬

さ

れ

た
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は

W
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

q

wは
、
巻
問
、
輿
地
志
、
古
迎
ι
い
ん
に
「
協
同
社
南
故
里
」
の
項
が

ほ

か

、

問

じ

の

墳

に

次

の

よ

う

情つつ

の

社
関
終
子
来
閥
、

在
康
蔚
山
領
上

9

杜
甫
は
来
陽
に
終
わ
り
、

孫
始
め
て
殺
に
改
葬
す
っ
.

相
い
伝
え

北
(
の

冗
一
利
に
歪
り
、

有
り
、

之
が
為

川
日
も
、
社
南
は
来
湯
か
ら
改
葬
さ
れ
た
と
み
な
し
、
そ
の
時
期
を

元
利
年
間
(
八

O
六
1
八
二

O
)
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

輩
県
の
社
南
慕
に
言
及
す
る
詩
文

そ
れ
で
は
、

も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

及
び
難
文
軒
紺

宋
之
部

は
ど
の
よ
う
な

ー
か
ら
刊
を
中
心
と
し
、

究
資
料
袋
…
総
社
甫
巻
』

l
u
i

、a
:
5
3
・・4

ア

¥

吋

J
バ
H
d
o
s
t
ヘ、柄、

ー
ハ
/
戸
努
比
一
ず
け
聞
い
わ

T

る

と
略
称
す
る
)
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、
社
南
墓
と
杜
甫
洞
を
詠
じ
た

詩
な
ど
を
見
て
み
よ
う
。
特
に
翠
県
社
南
墓
を
一
詠
じ
た
最
も
月
十
い
詩

と
さ
れ
る
「
経
少
陵
纂
在
輩
県
」
の
作
者
で
あ
る
凋
叙
(
序
)
に

つ
い
て
は
、
彼
が
従
来
一
一
一
一
悶
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
宋
代
の
人
で
は
な
く
、

明
代
の
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い

Q

ま
ず
、

I
は
、
巻
七
、
刊
誌
文
の
項
に
、
麿
・
叢
県
知
県
牛
承
直
「
石

窟
寺
」
詩
、
宋
・
張
綬
「
瀦
石
窟
寺
」
詩
な
ど
を
載
せ
る
が
、
こ
れ

ら
の
詩
に
は
杜
南
慕
や
杜
甫
絹
に
言
及
す
る
句
は
見
ら
れ
な
い
の
一

つ
い
で

B
の

巻

閥

、

以

下

の

よ

う

な

詩

文

を

収

録

す

る。
宋宋

「
大
雄
堂
石
刻
杜
詩
記
」

「
謁
社
工
部
一
刺
文
」

「
建
社
工
部
一
例
記
」

(56) 

-
張

清
・
曹
鵬
矧

こ

の

う

ち

、

王

十

朗

は

、

『

宋

史

』

よ

る
と
、
字
は
亀
齢
、
温
州
・
楽
情
の
人
。
吏
部
侍
郎
を
経
て
鏡
州
、

域
州
な
ど
の
知
事
を
歴
任
し
、
乾
道
七
年
(
一
一
七
二
、

で
没
し
た
。
「
詔
杖
工
部
一
利
文
」
は
、
『
栴
渓
後
築
』
巻

る
。
こ
の
文
の
前
後
に
は
「
謁
昭
烈
麟
文
」
と
「
修

」
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
成
都
の

た
と
き
の
も
の
で
あ
り
、
議
県
と
は
関
係
が
な
い
。

湖

1'i'I 
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称玄
先ジ
生温

べ
る

叶川
4

小
山
。

ト
心
引
'
A
A
Fし
r

出
又
訪
求
後
商
、

人
人
知
先
生
為
常
人
裂
の
.

並
及
之
。

を
称
す
る

.，.漢

-
H
1叫
河
川

1
リ
ハ

H
'
w

い
W
E
4
M
同
門
羽
何
十
i
h

.
洛
門
的
の
慨
に
過
、
ざ
る
毎
に
、

先

生

の

故

車

神

こ

と

有

り

。

存

人

謂

う

、

没

し

て

は

其
の
郷
に
組
る
可
き
者
な
り
と
、
先
生
定
め
て
協
づ
る
こ
と
無

か
ら
ん
や
。
乃
ち
其
の
家
殺
の
康
家
賠
に
在
る
も
、
械
は
別
ち

寄
る
熊
し
と
開
く
。
然
と
し
て
歎
じ
て
日
く
、
是
れ
後
死
す
る

:
漢
乃
ち
判
事
の
東
結
に
先
生
の
為
に

一
札
口
が
生
一
千
の
学
、
ば
ん
と
す
る
を
願
う

後
荷
を
訪
求
し
て
、
生
一
人

・・・一漢

り
し
こ
と
、

ト
点

、，、，
a

び
先
生
を
拝
し
て
、
毎
に
批
の
憾
み
を
懐
き
、
関
り

〉
司

A
V
ぷ
山
中

こ
、
河

て

、

雲

南

石

界

人

。

し
た
が
っ
て
、
「
建
社
主
部
調
記
」

に
香
か
れ
も
の
で
あ
ろ
う
り
明
世
ん

ハ
に
も
、
「
河
南
府
知
府
張
漢
」
の
名
が
見
え
て

い
る
。
張
撲
は
ル
生
は
設
に
生
ま
れ
、
撃
に
帰
葬
せ
ら
る
」
と
一
世
一
日

い
、
社
甫
墓
が
康
家
活
に
あ
る
こ
と
に
も
一
言
及
し
て
お
り
、
社
南
墓

は
存
在
す
る
の
に
、
社
南
耐
の
な
い
こ
と
を
憂
え
て
、
「
輩
の
東
枯
」

に
一
一
…
棟
の
社
南
捕
を
建
て
た
の
で
あ
る
の
曹
鵬
均
「
首
一
一
修
詩
堅
調
立

石
記
」
(
代
公
商
都
社
線
作
)
は
、
次
の
よ
う
に
一
一
一
回
い
、
末
尾
に
七

律
を
載
せ
る
。

(57) 

た

(
子
?
)
問
刷
業
以
来
、
無
専
制
。

郡
伯
張
命
線
築
室
鏡
石
設
公
位
、
都
伯
櫛
香
公
詩

十
三
年
秋
七
月
、
大
水
自
竜
門
噴
出
、
折
伊
格
、

束
期
水
府
。
弦
地
留
孤
樹
失
万
線
、
蛇
逓
入
家
護
、

市
公
之
堂
蕩
然
。
:
:
:
縁
爾
時
錬
印
刷
沖
梁
、
公
門
事
未
竣
、
不
得

帰
、
今
来
省
沼
地
、
構
潜
泣
下
。
震
ト
土
問
、
鳩
工
、
吃
材
、
不
自

落
成
。
堂
幾
問
、
門
幾
一
罪
、
堵
幾
仰
、
弾
麗
幾
架
、
樹
花
木
幾
本
、

視
昔
有
加
。
:
:
:
滋
公
故
車
、
顧
我
蒸
嘗
、
実
式
旦
態
、
震
招
日
、



る
。
鋼
業
以
来
、

絹

無

し

の

(

一

七

二

七

)

郡

伯

張

鋭

に

命

じ

て

室
を
築
き
石
を
鏑
り
て
公
の
伎
を
設
け
し
め
、
郡
伯
公
の
詩
を

繍
脅
し
て
文
を
為
り
共
の
事
を
紀
す
っ
十
…
コ
年
(
一
七
一
一
一
五
)
秋

や
ぶ

七
月
、
大
水
竜
門
よ
り
噴
出
し
、
伊
鴇
を
折
り
、
波
議
を
漏
ら

あ
ま
ね

し
、
東
し
て
水
府
に
間
し
。
認
の
地
は
孤
樹
を
留
め
、
万
般
を
失

い
、
鮭
は
一
週
く
家
笥
に
入
り
、
市
し
て
公
の
堂
は
蕩
然
た
り
。

そ

お

:
:
爾
の
時
鎌
一
は
沖
梁
に
躍
り
、
公
円
の
事
未
だ
竣
え
ざ
る

に
綴
り
て
帰
る
こ
と
を
得
ず
、
今
来
り
て
旧
地
を
省
み
、
憐
樽

な

み

ど

あ

っ

お

主

と
し
て
泣
下
る
。
震
に
古
を
ト
し
、
工
を
鳩
め
、
材
を
吃
め
、
日

な
ら
ず
し
て
落
成
す
の
営
は
幾
婦
、
門
は
幾
一
牒
、
堵
は
幾
仰
、
奔

命
令

廃
は
幾
架
、
花
木
を
樹
う
る
こ
と
幾
本
ぞ
、
昔
を
視
る
に
加
す
有

り
の
;
:
:
弦
に
公
の
故
監
に
、
我
が
蒸
常
を
顧
み
、
実
に
式
し
て

、
震
に
招
き
て
日
く
、
:
:
:
と
。

「
郡
伯
張
」
が
張
漢
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

]1 

彼

八
年
後
の
大
洪
水
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
、
再
建
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
曹
鵜
矧
に
つ
い
て
は
、
明
阿

南
通
忘
』
巻
閥
十
六
、
「
灘
正
丙
午
科
」
七
十
八
人
の
う
ち
に
、
そ

の
名
が
見
え
て
、
「
間
前
府
の
人
」
と
一
一
一
一
口
い
、
自
の
巻
十
一
一
一
、
人
物

に
、
の
撰
し
た
彼
の
伝
を
節
録
し
て
、

}

ヂ

」

女
間
以
為
必
ず
武

司

μ
n
H
H
1
4
エ
44nH只

古
文
辞
、
《
大
中
講
義
》
《
自
適
集
》
《
尚
友
踊
》
《
存
存
詩
草
》
、

又
善
書
磁
、
片
紙
皆
為
人
珍
、
卒
於
官
。

字
は
万
如
。
:
:
:
薙
正
丙
午
、
郷
試
第
二
に
挙
げ
ら
る
。
.

政
椴
に
詩
賦
古
文
辞
を
為
り
著
に
《
大
中
講
義
》
《
自
適
集
》
《
尚

友
編
》
《
存
存
詩
草
》
有
り
、
又
世
一
日
習
を
蕃
く
し
、
片
紙
す
ら
皆

な
人
の
珍
と
為
り
、
官
に
卒
す
。

一
一
一
一
向
っ
て
い
る
か
ら
、
叫
四
年
(
一
七
一

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
つ

さ

て

自

の

の
条
に
は
、
庸
・
任
華

宋

・

李

綱

な

ど

を

載

せ

る

が

、

こ

れ

ら

は

い

ず

れ

も

社

前
と
盤
東
の
関
わ
り
に
つ
い
て
一
一
一
一
口
う
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
「
五

一
一
一
一
口
律
詩
」
は
ど
う
か
。
こ
こ
に
載
せ
る
詩
の
う
ち
、
杜
荷
と
欝
県
の

関
わ
り
を
一
一
一
向
う
の
は
、
周
叙
「
経
少
陵
墓
」
と
張
漢

J

あ
る
つ
前
者
は
、
「
明
・
問
鈍
い
(
以
下
、
傍
線
は
筆
者
)

て
い
る
が
、
司
卒
葬
巻
』
で
は
、
開
材
「
経
少
陵
墓
↑

し
て
引
か
れ
て
い
る

9

詩
は
次
の
よ
う
に
誌
じ
ら
れ
る
。

社
腕
問
詩
客
…
の
纂

遥
か
に
借
る
北
部
の
潟
、

断
偶

遥
{奇

亡E
顕

に
郷
試
に
登
第
し

(58) 

で

と
記
さ
れと

器
開J
を
悲
し
み



こ
と
布
り
て

て

輝
光
夜
燭
天
糠
光
夜
天
を
燐
ら
す
の
み

期
叙
の
作
品
は
、
出
の
巻
十
八
に
、

」
が
収
録
さ
れ
、

-w一
ハ
公
遜
志
約
櫛
駕
。
」

て
米
践
を
肥
る
こ
と
果
り
、

慨
然
と
し
て
其
の
勝
を
惣
い
、
広
文
・
{
は
春
・
ω
…
一
ハ
公
遜
忠
と
約
し
て

櫛
ぷ
。
)
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
の
「
賞
一
徳
丙
午
」
は
、
明
・
官
…
京

(
間
二
六
)
。
彼
が
宋
陵
の
祭
記
に
従
事
し
た
こ
との

「
送
開
編

修
代
祭
宋
陵
」
詩
、
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、

1
の
巻

の
「
悶
朝
」
の
部
に
は
、
「
賜
進
士
第
翰
林
院
一
編
修
文

と
し
て
、

人
物
と
み
な
し
て
、

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
経
少
鰹
墓
」
も
、
富
一
徳
一
月
年

ギ
詩
巻
』
は
、
「
問
序
」
に
つ

」
と
し
な
が
ら
、
二
万
で
は
宋
代
の

さ
ら
に
「
或
謂
間
序
為
元
入
、
指
讃
叫

「
経
少
陵
墓
在
讃
県
」

彼
は
明
ら
か
に
明
代
の
人
で
あ
り
、

前
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
て
、

に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
経
少
陵
墓

則
可
見
閥
単
県
在
宋
代
的
縫
己

.
『
阿
南
府
志
』
的
考
論
縦
然

寸
街
、
不
足
為
強
的
。
:
:
:
方
志
材

料
中
似
道
類
締
風
挺
影
的
博
一
会
和
想
当
然
的
懸
端
之
辞
比
比
皆
是
、

問
此
、
我
例
在
材
料
的
使
用
上
、
応
該
謹
慎
。

般
か
に

3
5付
紀
事
』
巻
十
に
は
『
河
南
府
志
h

を
出
典
と
し
て

作
者
の
説
明
は
付
さ
ず
に
こ
の
詩
だ
け
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
「
潤
滑
」
は
「
間
待
」
の
誤
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
明
史
』
巻

百
五
十
二
に
は
、
間
川
叙
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

彼
は
永
楽
十
六
年
三
時
一
八
)
の
進
士
で
、
編
修
、
南
京
侍
一
諸
学

士
な
ど
を
歴
任
し
、
正
統
(
…
間
三
六
1
一
四
四
九
)
の
末
年
に
は
、

曾
拐
の
一
間
以
立
が
宋
・
遼
・
金
の
一
一
一
史
を
雷
一
一
修
し
よ
う
と
し
た
遺
志

在
継
い
で
自
撰
す
る
勅
許
を
得
、
数
年
開
こ
れ
に
従
事
し
た
が
、
未

完
成
の
う
ち
に
卒
し
て
い
る
。
「
局
時
」
を
「
周
排
」
と
み
な
し
、

(8) 

し
か
も
宋
代
の
人
物
と
す
る
の
は
調
査
不
足
で
あ
る
。

立
の
「
七
一
一
一
一
口
律
詩
」
の
項
に
収
め
ら
れ
る
の
は
、
蔵
・
劉
槍
「
瀞

高
橋
寺
」
、
庸
・
寧
応
物
「
自
翠
洛
舟
行
入
黄
河
郎
一
帯
、
寄
崎
県
寮
友
」
、

宋
・
楊
嬬
「
観
子
葉
画
像
へ
ん
木
・
文
天
祥
「
読
社
詩
」
、
宋
・
銭
惟

明
・
陳
献
章
「
弔
社
公
募
」
な
ど
の

(59) 



A
e
γ
'
手

山

、

J

3

0

割
前
て
中
佐

Y
一

る
の
こ

保
葬
不
葬
等
悠
悠

「
弔
杜
公
募
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ

詳
説
』
諸
家
詠
杜
続
編
に
も
見
え
て
い
る

9

線
葬
と
不
葬
と
等
し
く
怒
怒
た
り

寿
は
磁
子
よ
り
遅
く
し
て
千
年
在
り

天
は
人
心
を
借
り
て
照
ら
す
こ
と
臼
月
の
ご

と
く

山
は
鰯
貌
を
践
し
て
'
自
ず
か
ら
春
秋

、‘

(
間
二
八
1
一

は

、

町

明

史

b

の
本
訟
に
よ
れ
ば
、
(
広
東
筒
新
会
灘
小
)
の
人
。

儒
」
と
弥
さ
れ
、
五
孝
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
の
彼
は
正
統
十
一
一
年
(

四
四
九
)
に
郷
試
に
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
、
広
東
布
政
使
の
彰

紛
ら
の
推
璃
に
よ
っ
て
克
部
試
を
受
け
る
よ
う
に
促
さ
れ
た
が
、
翰

林
腕
検
討
を
授
け
ら
れ
た
だ
け
で
帰
郷
し
、
一
一
震
と
常
に
つ
か
な
か

っ

た

。

こ

の

前

に

つ

い

て

、

の

「

弁

証

」

」行
d
M
〕日

m
J
f
ソ
g
吋
J
Y
J

と一一一一口う
φ

「
黄
鶴
誤
説
」
と
は
、
杜
甫
の
大
麿
五
年
の
作
と
さ
れ
る
「
風

疾
、
舟
中
伏
枕
書
懐
、
三
十
六
韻
、
奉
呈
湖
南
親
友
」
(
『
杜
詩
詳
注
』

巻
二
一
一
一
)
に
引
く
、
「
療
夫
追
矯
岳
、
持
危
箆
郵
林
」
(
夫
を
楼
む
る

は
瀧
岳
を
追
い
、
危
を
持
す
る
は
部
林
を
寛
む
)
の
匂
に
つ
い
て
、

来
陽
墓
は
宗
文
を
埋
葬
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
一
文
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
。
本
伝
に
よ
る
と
陳
敵
意
の
足
跡
は
郷
里
の
新
会
を

含
む
広
東
・
福
建
一
帯
と
京
都
(
北
京
)
に
限
ら
れ
る
。
陳
献
章
の

詩
は
、
翠
県
の
杜
南
纂
で
は
な
く
、
来
陽
の
杜
溝
墓
を
諒
じ
た
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

H
の
五
一
一
一
一
口
排
律
の
項
に
は
、
自
居
場
の
よ
杭
李
杜
詩
集
因
題
巻
後
」

の
み
を
収
録
し
て
い
る
。

加
は
、
巻
十
八
、
芸
文
志
ト
し
に
は
文
を
、
巻
十
九
、
芸
文
志
下
に

は
賦
と
詩
を
引
い
て
い
る
つ
巻
十
九
に
収
め
る
詩
は
、
明
・
陳
献
章

、
明
・
周
叙
「
経
少
陵
墓
ヘ
清
・
劉
青
物
取
「
社
少
陵
墓
」
、

な
ど
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
「
杜
少

す
ハ
ゲ
。

(60) 

頭
を
開
ら
し
て
北
部
を
憶
い
し
な
ら
ん

憐
れ
む
可
し
一
品
峡
よ
り
出
で

.1リ
収
呼

μは
げ
怖
い
L
4
ヘ

ド

ι引
l
L
T
A
7
m

る
を

故
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お
守
山

mM

日
中
町
刊
川
門

競
舵
た
り
礎
知
穴

終

市

恨

詑

吃

終

古

根

み

は

こ
の
詩
に
も
、
殺
県
で
の
作
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
一
時
は
な
い

が
、
こ
の
詩
の
前
に
は
彼
の
「
宋
階
行
」
が
、
次
に
は
「
設
輩
県
南

城
楼
」
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
策
県
社
南
墓
を
詠
じ
た
も

の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
の

最
後
に
刊
を
見

収
録
さ
れ

4
4叫
ね
必
4

…レ
1
此
福
岡

訴
事
訓
ム
一
一
一
信
本

麻
戦
伝
旧
白
史

夢
中
秦
部
第

寂
糞
千
秋
後

こ

う

。

こ

こ

で

は

、

文

徴

問

に

の
う
ち
、
情
代
の
の
詩
を
引
い
て
お
く
の

邑
人
・
孫
校
栄

お
ホ
a

土
土

る

文
仙
を
耕
す

世
を
挙
げ
て
詩
伯
を
推
す
も

家
川
桃
山
く
し
て
幕
年
に
者
ゆ

の
邸
第

留
の
山
川

寂
寝
た
り
千
秋
の
後

、sノ
門
的
司
叶

パ
υ
U市
内

い
た

公
を
奉
じ
て
集
り

藤
一
利
に
搾
す

三
月
に
連
な
る

対
れ
の
日
か
一
軍
ね
て
剣
外
の
詩
を
吟
ぜ
ん

燐 i!夜
火盟

お
わ
り
によ

っ
て
康
照
五
十
一
(
一
七
一
一
)

の
「
凡
桝
」
に
は
、
「
陵
墓
悶
多
誤
伝
、
最
難
徴
信
。
」

悶
よ
り
誠
伝
多
く
、
最
も
信
を
徴
し
離
し
。
)
と
一
一
一
一
口
い
、
社

の
例
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
輩
県
社
荷
撃
も
例
外
で
は
な
い
。

た
だ
少
な
く
と
も
以
上
に
見
て
き
た
明
設
県
志
』
所
載
の
詩
文
か

ら
は
、
翠
県
社
南
纂
の
存
疫
を
明
代
よ
り
以
前
に
遡
っ
て
は
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
多
く
の
史
料
が
撃
県
に
杜
荷
墓
、
が
存
在
す
る

根
拠
と
し
て
い
る
司
潟
光
『
鵠
公
続
詩
話
』
の
記
述
に
し
て
も
、
杜

帯
が
輩
県
に
婦
葬
さ
れ
た
事
実
を
指
構
す
る
も
の
で
は
な
く
、
来
陽

杜
荷
車
一
の
存
夜
に
対
し
て
疑
問
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
翠
摂
社
南
慕
を
詠
ず
る
詩
と
し
て
最
も
早

い
も
の
は
、
間
叙
の
「
経
少
陵
墓
」
で
あ
る
。
間
叙
(
序
)
は
『
宋

詩
紀
事
』
に
基
づ
い
て
、
宋
代
の
人
、
も
し
く
は
元
代
の
人
と
さ
れ

て
き
た
が
、
彼
は
明
代
の
人
で
あ
っ
て
、
こ
の
詩
も
明
の
宣
徳
年
間

(
一
回
二
六

1
一
回
一
一
一
五
)
の
初
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
の
後
に
陳
献
章
の
「
弔
社
公
墓
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
仮
に
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襲
県
社
前
裏
一
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
明
の
正
統
年
間

(
…
昭
三
ム
ハ
ー
…
四
回
九
)
よ
り
遡
る
こ
と
は
な
い
。
繋
県
は
古
来
、

郷
州
と
洛
問
問
を
結
ぶ
、
交
通
の
要
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
。
庸
代
と
宋

代
を
通
じ
て
多
く
の
詩
人
た
ち
が
こ
の
道
を
た
ど
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
叙
以
前
に
驚
県
社
甫
裏
一
を
詠
じ
た

詩
が
見
出
せ
な
い
の
は
、
輩
県
社
南
塞
が
杜
南
の
死
後
、
か
な
り
の

時
間
が
経
過
し
て
か
ら
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
訴
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
社
公
一
利
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
、
そ
の
事
績
に
つ
い
て

は
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
明
の
河
瀬
郡
守
(
河
南
府
知
府
)

で
あ
っ
た
張
漢
が
「
純
一
一
一
機
」
を
建
て
て
泰
龍
生
を
置
い
た
の
が
起

滅
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

輩
県
社
南
慕
に
し
て
も
輩
県
社
公
一
例
に
し
て
も
、
い
く
た
び
か
の

変
遷
・
興
廃
を
経
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
部
の
巻
二
十
、
祥
呉
志
に
よ

る
と
、
殺
県
は
、
玄
宗
の
治
拡
以
降
に
限
っ
て
も
、
由
同
・
先
天
元
年

(
間
一
児
五
年
の
誤
り
。
七
一
七
)
六
月
、
北
宋
・
太
平
興
国
八
年

(
九
八
二
一
)
六
月
、
南
宋
・
一
全
元
四
年
(
一
三
三
八
)
六
月
、
及
び
元
・

一
金
正
一
一
十
六
年
(
四
年
の
誤
り
。
一
一
…
…
四
四
)
六
月
に
起
き
た
洪
水

な
ど
、
大
規
模
な
災
窓
口
に
襲
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
災
害
の
記
録
と
社
前
纂
・
杜
公
一
利
と
の
直
接
的
な
関
連

は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
そ
の
後
も
繋
県
が
災
害
に
襲
わ
れ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
会
務
正
十
三
年
の
洪
水
は
、
一
由
国
鵬
腕
瀦
「
霊
移
詩
聖
一
利

立
石
記
」
に
晃
え
て
い
た
。

仮
に
社
甫
が
祖
先
の
墳
墓
の
地
で
あ
る
健
部
に
帰
葬
さ
れ
、
そ
の

後
に
麓
県
に
改
葬
さ
れ
た
と
し
て
も
、
詩
文
か
ら
そ
の
痕
跡
を
た
ど

る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
周
叙
を
宋

代
の
人
物
と
見
な
し
、
撃
県
社
南
墓
の
来
歴
を
こ
と
さ
ら
に
古
い
も

の
に
見
せ
か
け
る
こ
と
は
、
社
甫
葱
一
に
関
す
る
研
究
を
阻
害
す
る
こ

と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

、迂(1)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
庸
詩
に
訴
じ
ら
れ
た
杜
甫
の
墓
」
、

及
び
宗
五
郎
去
問
一
来
立
弔
子
美
』
詩
に
つ
い
て

i
続
協
同
詩
に
一
詠
じ
ら

れ
た
社
甫
の
纂
」
(
い
ず
れ
も
拙
著
『
藤
代
の
哀
傷
文
学
』
(
研
文
出

版
、
二

O
C六
所
収
)
で
詳
細
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
な
お
拙
稿

で
も
述
べ
た
が
、
中
庸
の
李
笠
「
来
陽
鶏
夜
行
」
完
全
腐
詩
h

巻

二
七

C
)
、
韓
愈
「
題
社
主
部
墳
」
完
全
時
間
詩
続
補
選
』
巻
五
)
も

来
陽
の
社
甫
翠
を
詠
ず
る
が
、
作
者
に
は
異
説
、
が
あ
っ
て
、
こ
の
二

穏
を
来
鰐
杜
爵
墓
を
一
詠
じ
た
早
期
一
の
詩
と
み
な
す
に
は
疑
問
が
多
い
。

(2)
李
殿
一
応
・
李
総
先
立
山
南
懸
案
掲
秘
』
(
関
川
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
)
も
、
同
じ
九
mm
所
の
社
南
慕
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の

よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
令

(62) 



湖
南
逢
詩
人
去
世
之
地
、
一
河
南
是
詩
人
的
故
単
一
、
都
有
可
能
成
為

喪
葬
地
。
間
是
以
上
介
紹
己
有
学
者
非
常
肯
定
地
認
為
、
考
告
発

現
翠
県
与
懐
一
跡
的
社
前
慕
都
建
一
杯
空
士
、
不
悉
杜
荷
真
襲
。
可

以
定
論
、
湖
南
境
内
的
社
甫
幕
、
不
論
真
偽
如
何
、
皆
為
宝
墳
。

自
此
看
来
、
一
代
大
詩
人
社
甫
究
党
魂
婦
問
処
?
己
是
千
古
之
謎

突

!

(3)
偲
邸
慕
の
沿
革
に
つ
い
て
、
銭
泳
三
七
五
九

1
一
八
四
四
)

の
『
履
関
叢
話
』
巻
一
九
(
司
卒
葬
巻
』
引
)
は
次
の
よ
う
に
)
一
一
一
問
う
。

案
《
河
南
通
志
》
一
五
、
庸
工
部
郎
社
南
纂
症
河
南
府
綾
部
県
之

土
婁
村
。
:
:
:
乃
去
土
壌
偲
尺
、
選
就
葬
輩
、
既
逮
担
遺
志
、
部

又
惇
元
公
襲
鮒
之
一
一
一
一
問
、
断
無
差
現
。
乾
降
初
年
為
村
民
所
侵
、
耕

為
麦
地
、
島
令
朱
公
訪
山
山
造
営
碑
記
、
以
後
間
制
。
間
四
十
余
年
、

又
復
周
波
制
、
問
時
墓
前
本
有
杜
公
柄
、
為
郷
民
改
組
土
穀
神
、
欲

復
其
旧
不
可
、
乃
於
城
西
五
盟
箆
専
建
一
場
。
前
臨
通
館
、
過
者
易
識
、

後
洛
水
暴
様
、
棟
学
J

擢
額
。
五
十
二
年
、
邑
令
南
皮
湯
公
続
悼
文

為
清
潔
、
広
其
兆
域
、
山
中
郡
抵
ハ
家
封
、
環
以
縞
境
、
前
開
墓
道

3

樹

鳩
大
道
辺
、
一
品
去
っ
不
廃
。

案
ず
る
に
《
河
南
通
志
》
に
云
う
、
時
間
の
工
部
郎
社
南
の
墓
一
は

河
南
持
健
一
崎
県
の
土
壌
村
に
夜
り
と
。
:
:
:
乃
ち
土
婁
を
去
る
こ

と
間
尺
、
遷
し
て
設
に
就
葬
す
る
は
、
既
に
祖
の
選
五
に
違
い
、

も
と

而
し
て
又
元
公
義
樹
の
品
一
筋
に
停
る
、
断
じ
て
是
の
理
無
し
。
乾
隆

の
初
年
村
民
の
慢
す
所
と
為
り
、
耕
さ
れ
て
麦
地
と
為
り
、
邑

令
朱
公
訪
ね
て
造
営
碑
記
を
出
だ
し
、
以
て
出
制
に
復
す
。
関

す
る
こ
と
四
十
余
年
、
又
俗
慌
た
侵
制
せ
ら
る
、
沼
時
墓
前
に
本

と
社
公
絢
荷
る
に
、
郷
民
の
為
に
土
穀
神
に
改
組
せ
ら
れ
、
其
の

旧
在
復
さ
ん
と
欲
す
る
も
可
な
ら
ず
、
乃
ち
城
西
の
五
盟
鑓
に
専

ら
建
つ
。
前
は
通
鯖
に
臨
ん
で
、
過
ぐ
る
者
も
識
り
易
し
、
後

搭
水
暴
識
し
て
、
機
学
提
額
す
。
五
十
二
年
、
山
田
令
南
皮
の
揚
公

続
停
又
祷
理
を
為
し
、
其
の
兆
域
を
広
く
し
、
其
の
家
封
を
崇

く
し
、
環
ら
す
に
総
括
一
を
以
て
し
、
前
に
纂
道
を
開
き
、
摘
を
大

道
の
辺
に
樹
て
、
今
に
至
る
も
廃
せ
ず
。

こ
の
一
文
も
、
係
部
の
社
帯
撃
に
も
い
く
た
び
か
の
興
療
が
あ
り
、

ま
た
、
杜
甫
が
翠
摂
に
改
葬
さ
れ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ

う
に
読
め
る
の
『
荷
一
南
通
志
』
巻
六
九
、
「
流
寓
」
の
項
に
は
杜
南
に

つ
い
て
、
「
藤
社
甫
字
子
美
。
:
:
:
一
廓
舟
下
荊
楚
閥
、
寛
以
流
寓
卒
、

旅
理
屈
陽
。
一
花
和
発
己
、
始
与
妻
楊
氏
合
室
首
陽
山
前
。
」
(
滞
杜
甫

字
は
子
美
c
i
-
-
-
一
関
舟
も
て
荊
楚
の
関
に
下
り
、
覚
に
流
寓
を
以

て
卒
し
、
一
皆
問
問
に
旅
殖
す
。
一
見
和
発
巴
、
始
め
て
妻
楊
氏
と
首
陽
の

山
前
に
合
窓
す
。
)
と
一
曹
三
社
甫
が
妻
の
楊
氏
と
合
葬
さ
れ
た
と

い
う
記
録
、
が
何
に
基
づ
く
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(4)
引
用
中
の
「
」
を
付
し
た
部
分
は
、
粛
機
非
『
杜
甫
研
究
』
(
山

東
人
民
出
版
社
、
一
九
五
六
・
一
九
五
七
初
販
)
の
「
再
版
前
一
一
一
一
口
」

の
語
(
明
卒
葬
巻
』
引
)
。
な
お
、
翠
県
慕
と
寵
'
師
墓
に
つ
い
て
は
、

張
中
一
「
翠
県
与
援
部
杜
甫
墓
弁
析
」
(
「
草
堂
」
総
第
七
期
、

一
九
八
四
・
四
)
が
あ
り
、
一
九
八
三
年
月
下
旬
、
河
南
省
博
物
館

と
輩
県
・
健
部
文
物
管
理
所
が
「
田
野
考
古
的
方
法
」
を
用
い
て
共

同
で
実
施
し
た
-
調
査
の
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

ど
ち
ら
も
真
の
社
南
墓
で
は
な
く
空
家
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
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い
ず

刊
。
第
七
勾
の

確
か
に
、
間
叙
が
杜
甫
墓
の
附
近
に
あ
っ
た
断
砲
を
見
て
い
る
以
上
、

議
県
社
南
墓
の
存
在
が
明
代
以
前
に
遡
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の

た
だ
、
問
じ
縛
永
魁
の
『
杜
南
故
蔚
与
杜
甫
纂
h

(

一
阿
南
名
勝
十
u
法

議
選
岡
、
一
尚
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
)
の
「
帰
葬
故
里
一
」
の
項
で
は
、

「
霊
抱
」
が
平
…
札
束
か
ら
「
設
県
故
郷
部
山
山
領
土
(
今
康
時
郷
康
陪

村
西
・
山
似
顔
村
東
ご
に
帰
葬
さ
れ
た
と
し
て
「
経
少
陵
墓
い
を
引

き
な
が
ら
、
「
睦
代
文
人
、
前
来
態
弔
者
絡
緯
不
純
。
材
吋
間
持
前

来
態
弔
枇
甫
慕
料
、
曾
吟
詩
日
:
:
:
。
一
と
述
ぺ
て
い
て
一
貫
し
な
い
。

な
お
、
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
山
東
大
学
《
杜
帯
金
集
》
校
在
組
『
訪

高
学
詩
苅
現
行
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
二
)
「
翠
県
与
偶
蹄
」

で
は
、
「
断
偶
」
に
触
れ
て
、
「
明
代
総
林
一
編
修
周
叙
《
経
少
陵
》
是

ママ

写
翠
摂
社
南
義
一
詩
、
其
中
荷
。
断
碑
屑
人
誠
、
高
名
信
史
伝
ψ

這
情
。
酷
碑
。
不
知
是
否
就
是
清
来
被
準
的
ゴ
妓
碑
ヘ
如
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果
布
一

問
問
。
」
と
述
べ
て
い
る

3

(9)
司

(
叩
)
同

を
以

「
閉
じ
を
「
昭
」
に
作
る
。

芸
ボ
文
。
」
(
黄
鶴
は
棲
夫

ま
た

京
文
於
来
階
、

誌

に

…

ぷ

う

、

桝

子

京

武

、

病

み

て

葬

む

悶

ち

京

文

は

向
日
十
散
す
と
為
す

D

考
う
る
に
大
熔

a

一
年
の
熱
食
自
に
詩
有
り
て
宗
文



惑
の
明
年
に
峡
よ
り
出
づ
る
に
、
一
ツ
ナ

滞
よ
り
衡
に
之
さ
し
時
、

勺

7
l，「
J
b
K

7
/
j
y
，
c一ノ

(65) 

(
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
)


